
◆受信料収入

事業収入

６，１３０億円

受信料収入

５，８５１億円

（９５．４％）

その他事業収入

２７９億円

・受信料制度は公共放送ＮＨＫの自主性・自律性を財源面から保障する制度です。

・税金でも広告収入でもない受信料を財政基盤とすることで、ＮＨＫの事業運営の自主性・自律性が保障されま
す。これにより、特定の利益や視聴率に左右されることなく、多様で良質な番組づくりができるのです。

・広告収入を主とする民放等との「併存体制」により、視聴者の多様なニーズに応える放送体制となっています。

○ 受信料収入は５，８５１億円で、ＮＨＫの事業収入の９５．４％が受信料収入です。

○事業収入の内訳（２０２５年度決算）

【受信料制度の意義】



受信契約

４，０３３万件

地上契約

１，８７７万件

（４6．５％）

衛星契約

２，１５４万件

（５3．４％）

特別契約

２万件

（０．１％）

○契約種別の割合（２０２５年度末）

◆受信契約種別の割合

・地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビを設置した場合
・ＮＨＫの配信の受信を開始した場合

・衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビを設置した場合
（衛星放送を受信できる受信機を設置されている場合は、ＮＨＫの配信の受信を開始していても衛星契約になります。)

・難視聴地域または営業用の移動体で、衛星系によるテレビジョン放送
のみを受信できるテレビを設置した場合

地上契約

衛星契約

特別契約

【契約種別】



受信契約

４，０３３万件

口座振替

２，１９３万件

（５４．４％）

継続振込

８７２万件

（２１．６％）

クレジットカード
等継続払

７９４万件

（１9．７％）

その他

１７４万件

（4．３％）

受信契約

４，０３３万件

２か月（毎期）払

１，６７５万件

（４１．５％）

１２か月前払

１，８１１万件

（４４．９％）

６か月前払

５４７万件

（１３．６％）

口座振替

継続振込

クレジットカード等
継続払

金融機関に設定する預金口座等から、ＮＨＫの指定日
に自動振替によって行なう支払い

金融機関や郵便局等においてＮＨＫの指定する支払期
日までに継続して払い込むことによって行なう支払い

＊訪問集金は２００８年１０月に廃止しました。

クレジットカード会社等との契約に基づき、クレジット
カード会社等に継続して立て替えさせることによって
行なう支払い

＊２００６年６月よりクレジットカード継続払による支払が開始されました。

各期ごとにお支払いただく方法

６か月分をまとめて前払いしていただく方法

１２か月分をまとめて前払いしていただく方法

２か月（毎期）払

６か月前払

１２か月前払

前

払

【支払区分】

【支払方法】

＜支払区分別の比率（２０２５年度末）＞

◆受信料の支払区分別・支払方法別の比率

＜支払方法別の比率（２０２５年度末）＞



【世帯】

＜世帯の受信契約対象世帯数の算定方法＞

①総世帯数

「国勢調査」、「日本の世帯数の将来推計（国立社会保障・人口問題研究所）」等をもとに推計。

②免除対象世帯・契約対象外世帯数

公的扶助受給者など受信料の支払が免除となる世帯等について、「被保護者調査（厚生労働
省）」等をもとに推計。

③免除対象世帯等を除く世帯数

総世帯数から免除対象世帯・契約対象外世帯数を差し引く。（①－②）

④受信契約対象世帯数

免除対象世帯等を除く世帯数に、「受信契約状況実態調査（ＮＨＫ）」をもとにしたテレビ所有
率を乗算し、テレビ故障等世帯を差し引いて推計。

世帯における契約率・支払率については、「国勢調査」（総務省）など公的調査等をもとに算定した受信契約対象世帯数と、
世帯契約数（実績）から推計しています。

【事業所】 事業所における契約率・支払率については、「経済センサス」（総務省）など公的調査等をもとに算定した受信契約対象数と、
事業所契約数（実績）から推計しています。

＜事業所の受信契約対象数の算定方法＞

①総事業所数

「経済センサス」等から全国の事業所数を推計。

②免除対象事業所・世帯扱い事業所数

受信料の支払が免除となる施設や、住居に店舗が併設され世帯契約扱いとなる契約対象外
事業所等を「経済センサス」等をもとに推計。

③免除対象事業所等を除く事業所数

総事業所数から免除契約対象等の事業所数を差し引く。（①－②）

④受信契約対象数

免除対象事業所等を除く事業所数に、「受信契約状況実態調査（ＮＨＫ）」をもとに算出した  
テレビ設置事業所比率と平均テレビ設置室数を乗算して推計。

区 分 件 数

①総世帯数 ５，８９２万件

②免除対象世帯・契約対象外世帯数 7５５万件

③免除対象世帯等を除く世帯数 ５，１３７万件

④受信契約対象世帯数 ４，5３０万件

⑤世帯契約数（全額免除除く） ３，６５６万件

⑥世帯支払数 ３，４８５万件

世帯契約率 （⑤／④） ： ８１％

世帯支払率 （⑥／④） ： ７７％

◆契約率・支払率（２０２５年度末）

区 分 件 数

①総事業所数 ５29万件

②免除対象事業所・世帯扱い事業所数 84万件

③免除対象事業所等を除く事業所数 ４45万件

④受信契約対象数 ４６２万件

⑤事業所契約数（全額免除除く） ３７７万件

⑥事業所支払数 ３７４万件

受信契約対象数 ＝ 受信契約対象世帯数 + 受信契約対象数（事業所）

支払数   ＝ （世帯契約数 + 事業所契約数） － 未収数

＜支払率の算定方法＞   ※支払数と受信契約対象数には、インターネット配信のみを利用している契約件数を含む

事業所契約率 （⑤／④） ： ８２％

事業所支払率 （⑥／④） ： ８１％

【世帯＋事業所】

契約率 ８１％ ・ 支払率 ７７％
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